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兼業 農 家に 関 して は， 農 家世 帯 員の 農外 就 業条 件 が農 業所 得 を前 提 とし てお

りそ れ 単独 で は再 生産 費 に満 た ない ぐら い に低 い 水準 であ る ため に ，兼 業農 家

は離 農 でき ず 構造 変動 が 進ま な いと した 兼 業滞 留 構造 論と ， 昭和 ２ 桁生 まれ 以

下の 世 代は 農 外で 安定 的 に雇 用 され るた め 農業 所 得を 必要 と せず ， 世代 交代 を

期と し て離 農 が進 むこ と を主 張 した「 安定 兼 業」論が 対 立 的に 議 論さ れ てき た．

その 後，「 安 定兼 業 」論が 想 定し た よう な農 外 就業 が 支配 的な 地 域が 出 現す るよ

うに な り，そ うい っ た地 域 の労 働 市場 構造 は「近 畿 型地 域 労働 市 場」，兼 業 滞 留

構造 論 の想 定 した よ う な 地域 に つい ては 「 東北 型 地域 労働 市 場」 と 地域 差と し

て定 義 され ， さら に双 方 は発 展 段階 差で あ ると 把 握さ れた ．  

しか し ，今 日 では 労働 市 場で 雇 用劣 化が 進 むな か で農 業構 造 変動 が 進展 する

とい う，兼 業滞 留 構 造論・「 安定 兼 業」論の 双 方が 成 立し ない 状 況が ，全 国 的 に

発生 し てい る ．そ して 雇 用劣 化 の進 行を 念 頭に 置 けば ，「東 北 型」 が 「近 畿型 」

へ発 展 する と いう こと も，「 近 畿型 」がそ の まま の 構造 を保 ち 続け る とい うこ と

も想 定 し難 い ．む しろ 「 東北 型 」の 低水 準 な農 外 就業 条件 は 多少 改 善さ れる も

のの「近 畿 型」と は なれ ず，「近 畿 型」では 農 外就 業 条 件 が悪 化 し 、結果 と し て

双方 が 同様 の 構造 を示 す に至 る ので はな い かと 考 えら れる ．  

そこ で 本稿 で は， 労働 市 場構 造 が収 斂化 し てい る こと を仮 説 的認 識 とし なが

ら， 雇 用劣 化 が農 業に 及 ぼす 作 用を 明ら か にす る こと を課 題 とし た ．研 究方 法

は文 献 調査 ， 統計 分析 ， 長野 県 上伊 那郡 宮 田村 ・ 中川 村と 茨 城県 稲 敷市 にお け

る集 落 調査 に 基づ く農 家 実態 分 析（ 団体 ・ 法人 経 営を 含む ） であ る ．  

まず ，文献 調 査か ら「近 畿 型地 域 労働 市 場」で 支配 的 な農 外 就業 の あり 方 は，



男子 青 壮年 に つい ては 日 本的 雇 用の 枠内 で の就 業 だっ たと 整 理し ， しか しな が

ら今 日 の労 働 市場 では 非 正規 雇 用や 年功 賃 金を 形 成し ない「非 年 功型 正 規 雇用 」

が厚 み を持 っ て形 成さ れ てお り ，農 村で も 同様 の 状況 が発 生 して い る可 能性 を

指摘 し た． ま た， 統計 分 析か ら はか つて 存 在し た 労働 市場 の 地域 差 は質 的差 異

につ い て は 1 9 9 0 年前 後 に解 消 され ，賃 金 水準 の 差も 概ね 小 さく な る傾 向に あ

るこ と が明 ら かと なり ， 命題 の 有効 性が 示 され た ．  

茨城 県 稲敷 市 では 1 9 8 7 年と 2 0 1 5 年の 賃金 構 造を 比 較し た結 果，「 切り 売 り

労賃 」 水準 で の農 外就 業 が後 退 し， 男子 青 壮年 は 正規 雇用 に よっ て 形成 され る

年功 賃 金の グ ルー プと ， 非正 規 雇用 から 成 る不 安 定就 業の グ ルー プ に二 極化 し

てい た ．そ の 下で 対象 地 域で は 農業 構造 変 動が 進 展し てお り ，不 安 定就 業の 世

帯は 農 地の 出 し手 とな っ てい た ．不 安定 就 業が 農 業と は結 び 付か な い状 況の 背

景に は ，非 正 規雇 用と い う今 日 増大 しつ つ ある 不 安定 就業 で は， 農 作業 の時 間

を確 保 する こ とが 難し く なっ て いる とい う 事情 が あっ た． こ れは 農 業所 得な し

には 再 生産 で きな いほ ど に賃 金 が低 い代 わ りに ， 労働 者が 自 家農 業 のた めに 休

暇を 取 得し た り 早 退・ 遅 刻し た りす るこ と を容 認 する とい う ，農 外 企業 と兼 業

農家 の 妥協 に より 成立 し てい た かつ ての 「 切り 売 り労 賃」 で の就 業 とは 異な る

農外 就 業の あ り方 であ る ．  

長野 県 宮田 村 及び 中川 村 の事 例 から は ，2 0 0 8 年時 点 で は宮 田 村の 労 働市 場構

造が ， 男子 青 壮年 につ い ては 年 功賃 金が 支 配的 な 「近 畿型 」 であ り ，賃 金水 準

は家 計 費を 超 える もの で あっ た ．一 方の 中 川村 の 男子 青壮 年 では 非 正規 雇用 は

例外 的 なも の の， 年功 賃 金を 形 成せ ず流 動 的な 「 非年 功型 正 規雇 用 」が 厚み を

持っ て 形成 さ れて おり ，「 近 畿型 」と は異 な る構 造 を示 して い た．中 川村 で 検出

され た 「非 年 功型 正規 雇 用」 は 宮田 村調 査 以降 に 形成 され た もの で あり ，か つ

ては 「 近畿 型 」で あっ た が雇 用 劣化 によ り それ が 崩れ たも の と推 察 され た． こ

うし た 状況 下 で「 非年 功 型正 規 雇用 」が 農 業で 積 極的 に展 開 する 動 向は 無く 規

模縮 小 ・離 農 に向 かう 一 方で ， 年功 賃金 ＝ 複雑 労 働賃 金に 比 肩す る 農業 所得 ・

賃金 を 実現 す る大 規模 経 営や 農 業法 人が 形 成さ れ てい た． こ れら の 経営 は内 部

の労 働 力を 単 純労 働と 複 雑労 働 に選 別す る こと で 後者 に高 い 労働 条 件を 実現 し

てお り ，特 に 法人 にあ っ ては 高 労働 条件 を 複雑 労 働に 提供 し た上 で 利潤 を海 外

投資 に 回し て いた ．雇 用 劣化 は 農業 内部 で も労 働 力の 選別 を 進め ， 資本 主義 的

経営 を 生み 出 すと 結論 付 けた ．  

最後 に ，茨 城 県と 長野 県 の実 態 調査 を通 じ て， 両 地域 の労 働 市場 構 造が 水準

や雇 用 形態 の 違い を残 し つつ も ，年 功賃 金 ＝複 雑 労働 賃金 と 非年 功 賃金 ＝単 純

労働 賃 金に 分 化す ると い う点 で は共 通し て いる こ とか ら， 労 働市 場 構造 の収 斂

化が 進 みつ つ ある こと が 示さ れ た． そし て 農業 構 造の 両極 分 化も 両 地域 に共 通

して お り， 更 に言 えば こ れは 全 国的 に見 ら れる こ とで ある ． その う えで ，事 態

が一 歩 進ん で いる 中川 村 では 資 本主 義的 経 営が 生 まれ てい る こと か ら， 資本 主

義的 経 営の 発 生が 他地 域 でも 起 こり うる こ とが 考 えら れた ． 以上 よ り， 近年 の

農業 構 造変 動 は農 業資 本 主義 化 が現 象し た もの で あり ，日 本 農業 は 資本 主義 化

が本 格 化す る 段階 に 到 達 した の では ない か ，と い う論 点を 提 示し た ．  


